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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 外 箱 に 配 設 さ れ た 水 槽 、 前 記 水 槽 内 に お い て 水 平 な 又 は 水 平 に 対 し て 傾 斜 し た 回 転 軸 に
よ っ て 回 転 自 在 に 支 持 さ れ 且 つ 内 部 に 洗 濯 物 を 収 容 可 能 な 回 転 ド ラ ム 、 前 記 水 槽 に 取 り 付
け ら れ て い る 振 動 検 知 手 段 、 前 記 回 転 ド ラ ム 内 の 前 記 洗 濯 物 の ア ン バ ラ ン ス 量 を 検 知 す る
ア ン バ ラ ン ス 量 検 知 手 段 、 及 び 前 記 ア ン バ ラ ン ス 量 検 知 手 段 の 検 知 結 果 に 基 づ い て 前 記 回
転 ド ラ ム の 高 速 回 転 へ の 移 行 可 否 を 判 定 す る 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 を 備 え る ド ラ ム 式 洗 濯
機 に お い て 、 前 記 振 動 検 知 手 段 は 前 記 水 槽 の 複 数 方 向 の 振 動 成 分 を 検 知 可 能 で あ り 、

こ と を 特 徴 と す
る ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 検 知 さ れ た 前 記 ア ン バ ラ ン ス 位 置 が 前 記 回 転 ド ラ ム の 前 記 回 転 軸 に 沿 っ て 前 方 位 置 又 は
後 方 位 置 で あ る こ と に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 の 前 記 基 準 値 を 判 定 基
準 値 よ り 厳 し く 又 は 緩 和 し て 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 洗 濯 物 の 量 を 検 知 す る 布 量 検 知 手 段 を 備 え て お り 、 検 知 さ れ た 前 記 ア ン バ ラ ン ス 位
置 が 前 記 回 転 ド ラ ム の 前 記 回 転 軸 に 沿 っ て 後 方 位 置 で あ る 場 合 に 、 前 記 布 量 検 知 手 段 が 検
知 し た 前 記 洗 濯 物 の 量 が 少 な い と 判 定 さ れ こ と に 応 じ て 前 記 基 準 値 を 判 定 基 準 値 よ り 緩 和
し て 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 の 判 定 が 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 で あ る 場 合 に 、 前 記 回 転 軸
の 回 転 数 を 前 記 高 速 回 転 へ 上 昇 さ せ る タ イ ミ ン グ の 設 定 を 前 記 振 動 検 知 手 段 の 出 力 値 が 最
小 値 の 時 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 の 判 定 が 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 で あ る 場 合 に 、 前 記 回 転 軸
の 回 転 数 を 前 記 高 速 回 転 へ 上 昇 さ せ る タ イ ミ ン グ の 設 定 を 前 記 振 動 検 知 手 段 の 出 力 値 が 前
記 ア ン バ ラ ン ス 量 検 知 手 段 の 実 行 中 の 平 均 値 以 下 に な っ た 時 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求

前 記
高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 に よ る 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 否 の 判 定 は 、 前 記 ア ン バ ラ ン ス 量 検
知 手 段 に よ る 検 知 結 果 と 基 準 値 と の 比 較 に よ っ て 行 わ れ 、 前 記 基 準 値 は 、 前 記 振 動 検 知 手
段 が 出 力 す る 前 記 複 数 方 向 の 前 記 振 動 成 分 の 出 力 信 号 に 基 づ い て 検 知 さ れ る 前 記 洗 濯 物 の
前 記 回 転 軸 に 沿 っ た 前 後 方 向 の 前 記 ア ン バ ラ ン ス 位 置 に 応 じ て 設 定 さ れ る
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３



項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 の 判 定 が 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 で あ る 場 合 に 、 検 知 さ れ た
前 記 ア ン バ ラ ン ス 位 置 と 前 記 ア ン バ ラ ン ス 量 と に 基 づ い て 前 記 回 転 ド ラ ム の 定 格 回 転 数 を
設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 に よ る 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 の 判 定 に 基 づ い て 実 行 さ れ る
前 記 回 転 軸 の 回 転 数 の 上 昇 中 に お い て 、 前 記 振 動 検 知 手 段 の 出 力 に 基 づ い て 算 出 し た 前 記
水 槽 の 変 位 量 が 変 位 基 準 値 以 上 で あ る こ と に 応 答 し て 、 前 記 回 転 ド ラ ム の 回 転 を 停 止 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 に よ る 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 可 の 判 定 に 基 づ い て 実 行 さ れ る
前 記 回 転 軸 の 回 転 数 の 上 昇 中 に お い て 、 前 記 振 動 検 知 手 段 の 出 力 に 基 づ い て 算 出 し た 前 記
水 槽 の 変 位 量 が 変 位 基 準 値 以 上 で あ る こ と に 応 答 し て 、 前 記 回 転 ド ラ ム の 回 転 の 上 昇 ス ピ
ー ド を 遅 く 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯
機 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 の 判 定 が 前 記 高 速 回 転 へ の 移 行 不 可 で あ る 場 合 に 、 検 知 さ れ
た 前 記 ア ン バ ラ ン ス 位 置 に 応 じ て 前 記 洗 濯 物 に つ い て 異 な る バ ラ ン ス 修 正 を 実 行 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ド ラ ム 式 洗 濯 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 、 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 に よ る 高 速 回 転 へ の 移 行 可 否 の 判 定 を ア ン バ ラ ン ス 量 検 知
手 段 に よ る 検 知 結 果 と 基 準 値 と の 比 較 に よ っ て 行 い 、 当 該 基 準 値 を ア ン バ ラ ン ス 位 置 に 応
じ て 設 定 す る こ と が で き る 。 高 速 回 転 移 行 判 定 手 段 に お い て 、 ア ン バ ラ ン ス 位 置 は 、 高 速
回 転 へ の 移 行 可 否 を 判 定 す る 際 に ア ン バ ラ ン ス 量 検 知 手 段 に よ る 検 知 結 果 と 比 較 さ れ る 基
準 値 の 設 定 に 反 映 さ れ る 。 ア ン バ ラ ン ス 量 検 知 手 段 に よ っ て 検 知 さ れ た ア ン バ ラ ン ス 量 は
、 ア ン バ ラ ン ス 位 置 が 反 映 さ れ た 基 準 値 と 比 較 さ れ る の で 、 検 知 さ れ た ア ン バ ラ ン ス 量 で
高 速 回 転 に 移 行 し て 良 い か 否 か は 、 そ の ア ン バ ラ ン ス が 生 じ て い る 位 置 に 応 じ て 判 断 さ れ
、 高 速 回 転 移 行 に つ い て よ り 適 切 な 判 定 を 下 す こ と が 可 能 と な る 。
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